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 地方自治法第１８０条による市長専決処分事項の指定（昭和３３年３月２６日議会議決）の一

部を次のように改正する。 

 

 第５号の次に次の１号を加える。 

（６）議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負の契約について、変更契約（議決を経た契

約の趣旨に反しない範囲のものに限り、増額し、又は減額する額が当該契約の請負代金額の

１０分の１に相当する額（その額が２０，０００，０００円を超えるときは、２０，０００，

０００円とする。）を超えるものを除く。）を締結すること。 

 

 


